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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システム内で、基地局装置との間の上りリンクにおいて、２つ以上のコンポー
ネントキャリアにまたがったマルチキャリア通信を行うことができるように構成されてい
るユーザ装置であって、
　前記上りリンクの信号の送信を指示する制御信号を受信するように構成されている制御
信号受信部と、
　前記基地局装置に対して、前記制御信号に基づいて、前記上りリンクの信号を送信する
ように構成されている上りリンク信号送信部とを具備し、
　前記上りリンク信号送信部は、前記コンポーネントキャリアの数、前記上りリンクの信
号の送信帯域幅、該上りリンクの信号の変調方式及び該コンポーネントキャリア間の送信
周波数間隔に基づいて、該上りリンクの信号の送信電力の最大値を、前記移動通信システ
ムで規定されている定格電力よりも小さくするように構成されていることを特徴とするユ
ーザ装置。
【請求項２】
　移動通信システム内で、ユーザ装置と基地局装置との間の上りリンクにおいて、複数の
コンポーネントキャリアにまたがったマルチキャリア通信を行う通信制御方法であって、
　前記上りリンクの信号の送信を指示する制御信号を受信する工程Ａと、
　前記基地局装置に対して、前記制御信号に基づいて、前記上りリンクの信号を送信する
工程Ｂとを備え、
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　前記工程Ｂにおいて、前記コンポーネントキャリアの数、前記上りリンクの信号の送信
帯域幅、該上りリンクの信号の変調方式及び該コンポーネントキャリア間の送信周波数間
隔に基づいて、該上りリンクの信号の送信電力の最大値を、前記移動通信システムで規定
されている定格電力よりも小さくすることを特徴とする通信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信の技術分野に関連し、特に、次世代移動通信技術を用いる移動通信
システムにおけるユーザ装置、基地局装置及び通信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広帯域符号分割多重接続（ＷＣＤＭＡ：Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ）方式や、高速下りリンクパケットアクセ
ス（ＨＳＤＰＡ：Ｈｉｇｈ-Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ
）方式や、高速上りリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ：Ｈｉｇｈ-Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐ
ｌｉｎｋ　Ｐｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）方式等の後継となる通信方式、すなわち、ロング
タームエボリューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式が、
ＷＣＤＭＡの標準化団体３ＧＰＰで検討され、仕様化作業が進められている。
【０００３】
　ＬＴＥ方式での無線アクセス方式として、下りリンクについては直交周波数分割多重接
続（ＯＦＤＭＡ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ）方式が規定され、上りリンクについてはシングル
キャリア周波数分割多重接続（ＳＣ-ＦＤＭＡ：Ｓｉｎｇｌｅ-Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式が規定されてい
る（例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
　ＯＦＤＭＡ方式は、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域（サブキャリア）に分割し、各
サブキャリアにデータを載せて伝送を行うマルチキャリア伝送方式である。ＯＦＤＭＡ方
式によれば、サブキャリアを周波数軸上に直交させながら密に並べることで高速伝送を実
現し、周波数の利用効率を上げることが期待できる。
【０００５】
　ＳＣ-ＦＤＭＡ方式は、周波数帯域を端末毎に分割し、複数の端末間で異なる周波数帯
域を用いて伝送するシングルキャリア伝送方式である。ＳＣ-ＦＤＭＡ方式によれば、端
末間の干渉を簡易且つ効果的に低減することができることに加えて送信電力の変動を小さ
くできるので、ＳＣ-ＦＤＭＡ方式は、端末の低消費電力化及びカバレッジの拡大等の観
点から好ましい。
【０００６】
　ＬＴＥ方式では、下りリンク及び上りリンクの両方において、移動局に対して１つ以上
のリソースブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）が割り当てられて通信が行
われる。
【０００７】
　基地局装置は、サブフレーム（ＬＴＥ方式では、１ｍｓ）毎に、複数の移動局の中で、
どの移動局に対してリソースブロックを割り当てるかについて決定する(かかるプロセス
は「スケジューリング」と呼ばれる。)。
【０００８】
　下りリンクにおいては、基地局装置が、スケジューリングで選択された移動局に対して
、１以上のリソースブロックを用いて共有チャネル信号を送信し、上りリンクにおいては
、スケジューリングで選択された移動局が、基地局装置に対して、１以上のリソースブロ
ックを用いて共有チャネル信号を送信する。
【０００９】
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　なお、かかる共有チャネル信号は、上りリンクにおいては、ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）上の信号であり、下りリンクにお
いては、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌ）上の信号である。
【００１０】
　また、ＬＴＥ方式においては、初期接続等のために、ランダムアクセス（Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ）が用いられる。かかるランダムアクセスのためのチャネルは、物理ラン
ダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）と呼ばれる。
【００１１】
　また、移動局は、物理ランダムアクセスチャネルを介して、ランダムアクセスプリアン
ブルを送信する。かかる物理ランダムアクセスチャネル及びランダムアクセスプリアンブ
ルの詳細は、例えば、非特許文献１において規定されている。
【００１２】
　また、ＬＴＥ方式の後継の通信方式として、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式が、３ＧＰ
Ｐで検討されている。ＬＴＥ-ａｄｖａｎｃｅｄ方式の要求条件は、非特許文献２にまと
められている。
【００１３】
　ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式では、その要求条件として、「Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇ
ａｒｅｇａｔｉｏｎ（キャリアアグリゲーション）」を行うことが合意されている。ここ
で、「Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」とは、複数のキャリアを用いて同時に
通信を行うことを意味する。
【００１４】
　例えば、上りリンクにおいて「Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」が行われる
場合、移動局は、「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ（コンポーネントキャリア）」
毎に異なるキャリアを用いて送信を行うため、複数のキャリアを用いて上りリンクの信号
を送信することになる。また、１つの「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ」内でも、
マルチキャリア送信を行うことが検討されている。
【００１５】
　なお、かかるマルチキャリア送信は、シングルキャリア送信を同時に２つ以上行うこと
を意味している。
【００１６】
　例えば、１００リソースブロックで構成されるコンポーネントキャリアにおいて、２０
リソースブロックを用いたシングルキャリア送信を行う場合には、シングルキャリア送信
と看做されるが、上述の２０リソースブロックのシングルキャリア送信を同時に２つ行う
場合には、マルチキャリア送信となる。
【００１７】
　後者の場合、ＵＥは、１００リソースブロックで構成されるシステム帯域において、合
計で４０個のリソースブロックで送信を行うことになる。また、後者の場合は、かかる２
０リソースブロックで構成されるシングルキャリアが、隣接している場合にも、マルチキ
ャリア送信と看做される。
【００１８】
　また、上述の例においては、１つのコンポーネントキャリアが存在したが、２つ以上の
コンポーネントキャリアが存在する場合で、かつ、その２つ以上のコンポーネントキャリ
アにおいて、複数のシングルキャリア送信を同時に行う場合も、マルチキャリア送信と看
做される。
【００１９】
　ところで、電波を用いたシステムである携帯電話システムや電波天文システムや衛星通
信システムや航空・海上レーダーシステムや地球資源探査システムや無線ＬＡＮシステム
は、一般的に、お互いの干渉を防ぐために、利用する周波数帯域を分離する。また、例え
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ば、携帯電話システム用に割り当てられた周波数帯域の中に、さらに複数のシステム用に
割り当てられた周波数帯域が存在し、各システムの周波数帯域は分離されている。
【００２０】
　すなわち、電波を用いたシステムは、その利用する周波数帯域を分離することにより、
システム間の干渉を防いでいる。
【００２１】
　しかしながら、電波を放射する送信機は、自システムの周波数帯域の外側の帯域に不要
波（以下、隣接チャネル干渉と呼ぶ）を放射してしまうため、周波数帯域が分離されてい
たとしても、隣接する複数のシステムは、お互いに干渉を与え合うことになる。よって、
上記不要波の電力レベルが大きい場合には、隣接するシステムに多大な悪影響を与えるこ
とになる。
【００２２】
　このような隣接チャネル干渉による、隣接するシステムへの悪影響を防ぐために、各シ
ステムにおいて、上述の隣接チャネル干渉やスプリアス放射に関する特性に関するパフォ
ーマンスが規定されている。例えば、ＬＴＥ方式においては、移動局の隣接チャネル干渉
やスプリアス放射等に関する規定として、非特許文献３の「６.６　Ｏｕｔｐｕｔ　ＲＦ
　ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｅｍｉｓｓｉｏｎｓ」が存在する。
【００２３】
　ところで、上述した自システムの周波数帯域の外側の帯域への不要波を抑圧するために
、移動局は、線形性の高い電力増幅器（電力アンプ）を搭載する必要がある。
【００２４】
　よって、移動局のコストやサイズを考慮した場合、上述した不要波を低減すること、或
いは、上述した隣接チャネル干渉の規定やスプリアス放射の規定を満たすことが困難な場
合がある。
【００２５】
　かかる場合、例えば、上述した非特許文献３においては、移動局のコストやサイズを抑
えるために、ある条件の下で、最大送信電力を低減することが規定されている。
【００２６】
　このように最大送信電力を低減することは、「Ｍａｘｉｍｕｍ　ｐｏｗｅｒ　ｒｅｄｕ
ｃｔｉｏｎ（ＭＰＲ）」と呼ばれる。例えば、ＬＴＥ方式においては、変調方式とシステ
ム帯域幅とリソースブロック数とに基づいて、ＭＰＲが定義されている（非特許文献３の
「Ｔａｂｌｅ６.２.３-１」。このように最大送信電力を低減することにより、より移動
局のコストやサイズを小さく抑えることが可能となる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２７】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.２１１（Ｖ８.３.０）、「Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ」、２００８年５月
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.９１３（Ｖ８.０.１）、「Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎ
ｔ　ｆｏｒ　ｆｕｒｔｈｅｒ　ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ-ＵＴＲＡ
）（ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ）」
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.１０１（Ｖ８.２.０）、「Ｅ-ＵＴＲＡ　ＵＥ　ｒ
ａｄｉｏ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ」
【非特許文献４】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３２１（Ｖ８.２.０）、「Ｅ-ＵＴＲＡ　ＭＡＣ　
ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２８】
　上述したように、現在、ＬＴＥ方式の後継となるＬＴＥ-ａｄｖａｎｃｅｄ方式が、３
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ＧＰＰで検討されている。かかるＬＴＥ-ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通信システムでは
、移動局が、複数の送信アンテナ又は送信機を用いて、マルチキャリアによって、上りリ
ンクの信号を送信することできる。また、１つの送信アンテナ又は送信機を用いる場合に
も、マルチキャリアによって、上りリンクの信号を送信することができる。
【００２９】
　しかしながら、ＬＴＥ-ａｄｖａｎｃｅｄ方式の移動通信システムにおいて、移動局が
、複数の送信アンテナ又は送信機を用いて、マルチキャリアによって、上りリンクの信号
を送信した場合、１本の送信アンテナ又は送信機を用いて、シングルキャリアによって、
上りリンクの信号を送信した場合と比べて、隣接するシステム周波数帯域への干渉量が増
加してしまうという問題点があった。この問題点は、１つの送信アンテナ又は送信機を用
いて、マルチキャリアによって、上りリンクの信号を送信する場合にも存在する。
【００３０】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、複数の送信アンテナ又は
送信機を用いて、或いは、１つの送信アンテナ又は送信機を用いて、マルチキャリアによ
って、上りリンクの信号を送信する場合であっても、隣接するシステム周波数帯域への干
渉量を低減することができるユーザ装置、基地局装置及び通信制御方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　本発明の第１の特徴は、移動通信システム内で基地局装置と無線通信するユーザ装置で
あって、上りリンクの信号の送信を指示する制御信号を受信するように構成されている制
御信号受信部と、前記基地局装置に対して、前記制御信号に基づいて、前記上りリンクの
信号を送信するように構成されている上りリンク信号送信部とを具備し、前記上りリンク
信号送信部は、前記制御信号により通知されるパラメータ及び上りリンクの信号の送信に
用いられる送信アンテナ又は送信機の数の少なくとも１つに基づいて、前記上りリンクの
信号の送信電力の最大値を、前記移動通信システムで規定されている定格電力よりも小さ
くするように構成されていることを要旨とする。
【００３２】
　本発明の第２の特徴は、移動通信システム内でユーザ装置と無線通信する基地局装置で
あって、前記ユーザ装置に対して、最大送信電力の低減に関する情報を送信するように構
成されている第１送信部と、上りリンクの信号の送信を指示する制御信号を送信するよう
に構成されている第２送信部とを具備し、前記最大送信電力の低減に関する情報は、前記
制御信号により通知されるパラメータ及び上りリンクの信号の送信に用いられる送信アン
テナ又は送信機の数の少なくとも１つに基づいて決定される最大送信電力の低減量を通知
することを要旨とする。
【００３３】
　本発明の第３の特徴は、移動通信システム内で、ユーザ装置と基地局装置との間の無線
通信を制御する通信制御方法であって、上りリンクの信号の送信を指示する制御信号を受
信する工程Ａと、前記基地局装置に対して、前記制御信号に基づいて、前記上りリンクの
信号を送信する工程Ｂとを備え、前記工程Ｂにおいて、前記制御信号により通知されるパ
ラメータ及び上りリンクの信号の送信に用いられる送信アンテナ又は送信機の数の少なく
とも１つに基づいて、前記上りリンクの信号の送信電力の最大値を、前記移動通信システ
ムで規定されている定格電力よりも小さくすることを要旨とする。
【発明の効果】
【００３４】
　以上説明したように、本発明によれば、複数の送信アンテナ又は送信機を用いて、マル
チキャリアによって、上りリンクの信号を送信する場合であっても、隣接するシステム周
波数帯域への干渉量を低減することができるユーザ装置、基地局装置及び通信制御方法を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】



(6) JP 5023170 B2 2012.9.12

10

20

30

40

50

【００３５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る基地局装置の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るユーザ装置の機能ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るユーザ装置がＰＵＳＣＨにおける送信電力を決定
する際に用いる式の一例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るユーザ装置における上りリンクの信号の送信方法
の一例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係るユーザ装置における上りリンクの信号の送信方法
の一例を示す図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係るユーザ装置における上りリンクの信号の送信方法
の一例を示す図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係るユーザ装置における上りリンクの信号の送信方法
の一例を示す図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで使用されるＭＰＲ用テーブル
の一例を示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで使用されるＭＰＲ用テーブ
ルの一例を示す図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで使用されるＭＰＲ用テーブ
ルの一例を示す図である。
【図１２】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで使用されるＭＰＲ用テーブ
ルの一例を示す図である。
【図１３】本発明の第１の実施形態に係るユーザ装置における上りリンクの信号の送信方
法の一例を示す図である。
【図１４】本発明の第１の実施形態に係るユーザ装置の動作を示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　以下、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて、図面を参照しつつ説
明する。本実施形態を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を
用い、繰り返しの説明は省略する。
【００３７】
　図１を参照しながら、本実施形態に係るユーザ装置１００ｎ及び基地局装置２００を有
する移動通信システムについて説明する。
【００３８】
　移動通信システム１０００は、例えば、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ　ａｎｄ　ＵＴＲ
ＡＮ（別名：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、或いは、Ｓｕｐｅｒ　３Ｇ）」
方式、或いは、ＬＴＥ-ａｄｖａｎｃｅｄ方式が適用されるシステムである。
【００３９】
　移動通信システム１０００は、基地局装置（ｅＮＢ：ｅＮｏｄｅＢ）２００と、基地局
装置２００と通信する複数のユーザ装置１００ｎ（１００１、１００２、１００３、…１
００ｎ、ｎは、ｎ＞０の整数）とを備える。
【００４０】
　基地局装置２００は、上位局、例えば、アクセスゲートウェイ装置３００と接続され、
アクセスゲートウェイ装置３００は、コアネットワーク４００と接続される。移動局１０
０ｎは、セル５０において基地局装置２００と「Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ　ａｎｄ　Ｕ
ＴＲＡＮ」方式により通信を行っている。なお、アクセスゲートウェイ装置３００は、Ｍ
ＭＥ/ＳＧＷ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ/Ｓｅｒｖｉｎｇ
　Ｇａｔｅｗａｙ）と呼ばれてもよい。
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【００４１】
　各ユーザ装置（１００１、１００２、１００３、…１００ｎ）は、同一の構成、機能、
状態を有するので、以下では、特段の断りがない限り、ユーザ装置１００ｎとして説明を
進める。ここで、ユーザ装置（ＵＥ：　Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）は、基地局装置
２００と無線通信するものであって、移動局であってもよいし、移動端末であってもよい
し、固定端末であってもよい。
【００４２】
　移動通信システム１０００では、無線アクセス方式として、下りリンクについては「Ｏ
ＦＤＭＡ（直交周波数分割多元接続）方式」が適用され、上りリンクについては「ＳＣ-
ＦＤＭＡ（シングルキャリア-周波数分割多元接続）方式」が適用される。
【００４３】
　上述したように、ＯＦＤＭＡ方式は、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域（サブキャリ
ア）に分割し、各サブキャリアにデータをマッピングして通信を行うマルチキャリア伝送
方式である。また、ＳＣ-ＦＤＭＡ方式は、周波数帯域を端末毎に分割し、複数の端末が
互いに異なる周波数帯域を用いることで、端末間の干渉を低減するシングルキャリア伝送
方式である。
【００４４】
　なお、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式においては、「Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａ
ｔｉｏｎ」を行うことが合意されている。
【００４５】
　下りリンクについては、「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ」を複数用いた通信が
行われる。ここで、「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ」とは、ＬＴＥ方式における
１つのシステムキャリアに相当する。すなわち、ＬＴＥ方式では、１つの「Ｃｏｍｐｏｎ
ｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ」で通信が行われていたが、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式では
、２つ以上の「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ」で通信が行われてもよい。
【００４６】
　上りリンクにおいても、２つ以上の「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ」で通信が
行われてもよい。また、ＬＴＥ方式においては、基本的に、シングルキャリア送信であっ
たが、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式では、マルチキャリア送信が行われてもよい。
【００４７】
　ここで、マルチキャリア送信は、複数の「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ」にま
たがったマルチキャリア送信であってもよいし、１つの「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒ
ｉｅｒ」内でのマルチキャリア送信であってもよいし、或いは、複数の「Ｃｏｍｐｏｎｅ
ｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ」にまたがったマルチキャリア送信であり、かつ、１つの「Ｃｏｍ
ｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ」内でもマルチキャリア送信が行われていてもよい。
【００４８】
　すなわち、かかるマルチキャリア送信は、シングルキャリア送信を同時に２つ以上行う
ことを意味している。また、かかるシングルキャリアは、ＬＴＥにおけるシングルキャリ
ア周波数分割多重接続（ＳＣ-ＦＤＭＡ）により送信されるシングルキャリアに対応する
。或いは、かかるシングルキャリア送信は、ＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭによるシン
グルキャリア送信に対応する。
【００４９】
　例えば、１００リソースブロックで構成されるコンポーネントキャリアにおいて、２０
リソースブロックを用いたシングルキャリア送信を行う場合には、シングルキャリア送信
と看做されるが、上述の２０リソースブロックのシングルキャリア送信を同時に２つ行う
場合には、マルチキャリア送信となる。
【００５０】
　後者の場合、ＵＥは、１００リソースブロックで構成されるシステム帯域において、合
計で４０個のリソースブロックで送信を行うことになる。また、後者の場合は、かかる２
０リソースブロックで構成されるシングルキャリアが、隣接している場合にも、マルチキ
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ャリア送信と看做される。
また、上述の例においては、１つのコンポーネントキャリアが存在したが、２つ以上のコ
ンポーネントキャリアが存在する場合で、かつ、その２つ以上のコンポーネントキャリア
において、複数のシングルキャリア送信を同時に行う場合も、マルチキャリア送信と看做
される。
【００５１】
　ここで、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ　ａｎｄ　ＵＴＲＡＮ（ＬＴＥ）」方式で用いら
れる通信チャネルについて説明する。なお、以下に示す通信チャネルは、ＬＴＥ－Ａｄｖ
ａｎｃｅｄにおいても用いられる。
【００５２】
　下りリンクについては、各ユーザ装置１００ｎで共有される「物理下りリンク共有チャ
ネル（ＰＤＳＣＨ）」及び「物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）」が用いられる
。
【００５３】
　物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓ
ｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）により、ユーザデータ、すなわち、通常のデータ信号が伝
送される。また、ＰＤＣＣＨにより、ＰＤＳＣＨを用いて通信を行うユーザのＩＤやユー
ザデータのトランスポートフォーマットの情報（すなわち、下りスケジューリング情報）
や、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈ
ａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を用いて通信を行うユーザのＩＤやユーザデータのトランス
ポートフォーマットの情報（すなわち、上りスケジューリンググラント）等が通知される
。
【００５４】
　ＰＤＣＣＨは、「下りＬ１/Ｌ２制御チャネル（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｌ１／Ｌ２　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）」と呼ばれてもよい。また、「下りスケジューリング情報
」や「上りスケジューリンググラント」は、まとめて、「下りリンク制御情報（ＤＣＩ）
」と呼ばれてもよい。
【００５５】
　また、下りリンクにおいては、論理チャネルとして「ＢＣＣＨ：Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ」が送信される。
【００５６】
　ＢＣＣＨの一部は、トランスポートチャネルである「ＢＣＨ：Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ」」にマッピングされ、ＢＣＨにマッピングされた情報は、物理チャネルで
ある「Ｐ-ＢＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ」により、
該当するセル内のユーザ装置１００ｎに送信される。
【００５７】
　また、ＢＣＣＨの一部は、トランスポートチャネルである「ＤＬ-ＳＣＨ：Ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ」にマッピングされ、ＤＬ-ＳＣＨにマッピング
された情報は、物理チャネルである「ＰＤＳＣＨ」により、該当するセル内のユーザ装置
１００ｎに送信される。
【００５８】
　ＢＣＣＨ/ＤＬ-ＳＣＨ/ＰＤＳＣＨにより送信される報知チャネルは、ダイナミック報
知チャネル（Ｄ-ＢＣＨ）と呼ばれてもよい。
【００５９】
　上りリンクについては、各ユーザ装置１００ｎで共有して使用されるＰＵＳＣＨ及びＰ
ＵＣＣＨが用いられる。かかるＰＵＳＣＨにより、ユーザデータ、すなわち、通常のデー
タ信号が伝送される。
【００６０】
　また、ＰＵＣＣＨにより、ＰＤＳＣＨのスケジューリング処理や適応変復調及び符号化
処理（ＡＭＣＳ：　Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　
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Ｓｃｈｅｍｅ）に用いるための下りリンクの品質情報（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａ
ｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、及び、ＰＤＳＣＨの送達確認情報（Ａｃｋｎｏｗｌｅ
ｄｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が伝送される。
【００６１】
　かかる下りリンクの品質情報は、ＣＱＩやＰＭＩ（Ｐｒｅ－ｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉ
ｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）をまとめたインディ
ケータであるＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）と呼ばれても
よい。
【００６２】
　また、かかる送達確認情報の内容は、送信信号が適切に受信されたことを示す肯定応答
（ＡＣＫ：Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）又は送信信号が適切に受信されなかったこ
とを示す否定応答（ＮＡＣＫ：Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）の
何れかで表現される。
【００６３】
　なお、上述したＣＱＩや送達確認情報の送信タイミングが、ＰＵＳＣＨの送信タイミン
グと同じである場合には、かかるＣＱＩや送達確認情報を、ＰＵＳＣＨに多重して送信し
てもよい。
【００６４】
　図２に示すように、基地局装置２００は、第１送信部２１と、第２送信部２２と、記憶
部２３と、受信部２４とを具備している。
【００６５】
　第１送信部２１は、ユーザ装置１００ｎに対して、ユーザ装置１００ｎが満たすべき不
要輻射に関する規定、及び、かかる規定のためのＡｄｄｉｔｉｏｎａｌ　ＭＰＲに関する
情報（以下、Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ情報と呼ぶ）
を送信するように構成されている。
【００６６】
　すなわち、前記ユーザ装置１００ｎが満たすべき不要輻射に関する規定、及び、かかる
規定のためのＡｄｄｉｔｉｏｎａｌ　ＭＰＲ（Ａ-ＭＰＲ）に関する情報、すなわち、Ａ
ｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ情報は、満たすべき不要輻射
の規定に関する情報に対応する。
【００６７】
　前記Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ情報は、記憶部２３
で保持され、第１送信部２１に与えられてもよい。
【００６８】
　例えば、第１送信部２１は、ＲＲＣメッセージ又は報知情報によって、ユーザ装置１０
０ｎに対して、かかるＡｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ情報
を送信するように構成されていてもよい。かかるＡｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕ
ｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ情報及びそれに関連するＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲの値の詳細説明は、後述
される。
【００６９】
　第２送信部２２は、上りリンクの信号の送信を指示する制御信号を送信するように構成
されている。例えば、第２送信部２２は、ＰＤＣＣＨを介して、制御信号として、「上り
スケジューリンググラント」を送信するように構成されていてもよい。
【００７０】
　なお、第２送信部２２は、記憶部２３より、ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲに関する情報を受け取り
、ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲが適用される上りリンクの信号の構成を指示する制御信号を送信しな
いという処理を行ってもよい。
【００７１】
　言い換えれば、第２送信部２２は、記憶部２３より、ユーザ装置１００ｎについての、
ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲに関する情報を受け取り、前記ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲに関する情報に基づき
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、ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲが適用されない上りリンクの信号の構成を指示する制御信号を送信す
るという処理を行ってもよい。
【００７２】
　ここで、前記ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲに関する情報は、後述するように、送信アンテナ又は送
信機の数、送信キャリアの数、送信キャリアが複数存在する場合の、各送信キャリアの変
調方式、送信帯域幅、送信周波数等に基づいて決定されるＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲの値であって
もよい。
【００７３】
　また、かかるＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲの値は、上述した、送信アンテナ又は送信機の数、送信
キャリアの数、送信キャリアが複数存在する場合の、各送信キャリアの変調方式、送信帯
域幅、送信周波数等に加えて、ユーザ装置１００ｎについての、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅ
ｄ方式の上りリンク送信に関するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報に基づいて決定されてもよい
。
【００７４】
　また、かかるＭＰＲ/Ａ－ＭＰＲの値は、上述した、送信アンテナ又は送信機の数、送
信キャリアの数、送信キャリアが複数存在する場合の、各送信キャリアの変調方式、送信
帯域幅、送信周波数等に加えて、前記Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉ
ｓｓｉｏｎ情報に基づいて決定されてもよい。
【００７５】
　或いは、第２送信部２２は、記憶部２３より、ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲに関する情報を受け取
り、前記ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲに関する情報に基づき、ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲの値が所定の閾値以
上である上りリンクの信号の構成を指示する制御信号を送信しないという処理を行っても
よい。
【００７６】
　言い換えれば、第２送信部２２は、記憶部２３より、ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲに関する情報を
受け取り、前記ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲに関する情報に基づき、ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲの値が所定の
閾値以上でない上りリンクの信号の構成を指示する制御信号を送信するという処理を行っ
てもよい。
【００７７】
　上述したように、ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲが適用される、或いは、ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲの値が所
定の閾値以下でない上りリンクの信号の構成を指示しないことにより、ユーザ装置１００

ｎに対して上りリンクの信号の送信を指示したものの、前記Ａ-ＭＰＲにより必要な送信
電力で送信が行われず、結果として、伝送特性が劣化する、という事象が発生することを
防ぐことが可能となるため、システムの効率性を向上させることが可能となる。
【００７８】
　なお、予め決定されているＭＰＲに関する情報の詳細説明は、後述される。
【００７９】
　また、Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ情報及びそれに関
連付けられたＭＰＲの値に関する詳細説明は、後述される。
【００８０】
　また、前記ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信に関するＣａｐａｂｉｌｉ
ｔｙ情報は、後述するように、ユーザ装置１００ｎから通知されてもよい。かかるＬＴＥ
-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信に関するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報に関連付け
られるＭＰＲの値の詳細説明は、後述される。
【００８１】
　上りスケジューリンググラントにより通知される制御信号に含まれる情報は、上りリン
クの信号を構成する送信キャリアの数、上りリンクの信号の送信帯域幅、上りリンクの信
号の変調方式、上りリンクの信号の送信周波数、上りリンクの信号を送信するための送信
アンテナ又は送信機の数の少なくとも１つであってもよい。
【００８２】
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　なお、かかる送信帯域幅は、リソースブロックの数として指定されてもよい。ＬＴＥ及
びＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄにおける１リソースブロックの送信帯域幅は、１８０ｋＨｚ
であり、リソースブロックの数が指定されることにより、送信帯域幅が一意に決定される
。
【００８３】
　また、かかる送信周波数は、リソースブロックの位置として指定されてもよい。一般に
、システム帯域の中心周波数、或いは、システム帯域の周波数を指定する情報は、報知情
報等によりユーザ装置に通知されているため、前記上りリンクの送信信号に関する、シス
テム帯域内のリソースブロックの位置が指定されることにより、上りリンクの信号の送信
周波数が一意に決定される。
【００８４】
　上りスケジューリンググラントにより、上りリンクの信号を構成する送信キャリアの数
として２以上が指定される場合、上りリンクにおいて、マルチキャリア送信が行われる。
この場合、１つの上りスケジューリンググラントにより、マルチキャリア送信が指示され
てもよいし、２つ以上の上りスケジューリンググラントにより、マルチキャリア送信が指
示されてもよい。
【００８５】
　２つ以上の上りスケジューリンググラントにより、マルチキャリア送信が指示される場
合には、それぞれのキャリア送信に対して、１個の上りリンクスケジューリンググラント
が対応付けられてもよい。
【００８６】
　また、上りリンクにおいては、前記上りスケジューリンググラントにより、上りリンク
の送信がトリガーされる場合と、ＰＵＣＣＨによるＣＱＩ/ＰＭＩ（Ｐｒｅ-ｃｏｄｉｎｇ
　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）/ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）の送信や、ＰＤＳＣＨ
に対する送達確認情報であるＡＣＫ/ＮＡＣＫの送信など、周期的な上りリンクの信号の
送信や、下りリンクの送信をトリガーとした上りリンクの信号の送信が存在する。
【００８７】
　本発明に係る上りリンクにおけるマルチキャリア送信は、上りスケジューリンググラン
トによる上りリンクの信号の送信指示をトリガーとしたマルチキャリア送信だけでなく、
上りスケジューリンググラントによる上りリンクの信号の送信指示をトリガーとした上り
リンクの信号の送信、又は、周期的な上りリンクの信号の送信、又は、下りリンクの送信
をトリガーとした上りリンクの信号の送信の組み合わせによるマルチキャリア送信であっ
てもよい。
【００８８】
　かかる組み合わせには、複数の周期的な上りリンクの信号の送信によるマルチキャリア
送信、複数の下りリンクの送信をトリガーとした上りリンクの信号の送信によるマルチキ
ャリア送信等が含まれてもよい。
【００８９】
　記憶部２３は、ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲに関する情報を記憶するように構成されている。
【００９０】
　例えば、記憶部２３は、予め決定されている、ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲに関する情報を記憶す
るように構成されていてもよい。例えば、前記予め決定されているＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲに関
する情報は、移動通信システムにおけるユーザ装置の動作を規定するための仕様の中で、
ユーザ装置１００ｎの動作の一部として定義されていてもよい。
【００９１】
　或いは、例えば、記憶部２３は、ユーザ装置１００ｎが満たすべき不要輻射に関する規
定、及び、かかる規定のためのＡ-ＭＰＲに関する情報を記憶するように構成されていて
もよい。
【００９２】
　Ａ-ＭＰＲは、ある所定の不要輻射に関する規定を満たすために適用される追加的なＭ
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ＰＲであり、その適用の有無は、例えば、報知情報又はＲＲＣメッセージにより、基地局
装置２００から、ユーザ装置１００ｎに通知されてもよい。
【００９３】
　すなわち、上述したように、Ａ-ＭＰＲの適用の有無は、前記Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　
Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ情報により、基地局装置２００から、ユーザ装置１
００ｎに通知されてもよい。
【００９４】
　或いは、記憶部２３は、ユーザ装置１００ｎよりＲＲＣメッセージにより通知された、
ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信に関するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報を記
憶するように構成され、かつ、前記Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ情報に基づいたＭＰＲ/Ａ-ＭＰ
Ｒの値を記憶するように構成されていてもよい。
【００９５】
　この場合、ＭＰＲ/Ａ-ＭＰＲの値は、送信アンテナ又は送信機の数、送信キャリアの数
、送信キャリアが複数存在する場合の、各送信キャリアの変調方式、送信帯域幅、送信周
波数、前記Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ情報等に基づいて決定されてもよい。この場合、記憶部
２３は、かかるＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報を受信部２４より受け取る。
【００９６】
　受信部２４は、ユーザ装置１００ｎから、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク
送信に関するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報が送信される場合に、かかるＣａｐａｂｉｌｉｔ
ｙ情報を受信する。
【００９７】
　受信部２４は、かかるＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報を記憶部２３に通知する。かかるＣａ
ｐａｂｉｌｉｔｙ情報は、例えば、ＲＲＣメッセージにより通知されてもよい。より具体
的には、「ＵＥ　ｃａｐａｂａｉｌｉｔｙ」の一部として送信されてもよいし、「ＵＥ　
ｃａｐａｂａｌｉｔｙ」とは異なる情報として送信されてもよい。
【００９８】
　図３に示すように、ユーザ装置１００ｎは、制御信号受信部１１と、上りリンク信号送
信部１２と、記憶部１３とを具備している。
【００９９】
　制御信号受信部１１は、上りリンクの信号（具体的には、ＰＵＳＣＨを介して送信され
るデータ信号）の送信を指示する制御信号を受信するように構成されている。
【０１００】
　具体的には、制御信号受信部１１は、ＰＤＣＣＨを介して、制御信号として、「上りス
ケジューリンググラント」を受信するように構成されていてもよい。
【０１０１】
　かかる制御信号は、パラメータとして、上りリンクの送信キャリアの数、上りリンクの
信号の送信帯域幅、上りリンクの信号の変調方式、上りリンクの信号の送信周波数の少な
くとも１つを含んでいてもよい。
【０１０２】
　ここで、上りリンクの信号が、２つ以上の送信キャリアから構成される場合に、かかる
制御信号は、パラメータとして、２つ以上の送信キャリアのそれぞれの送信帯域幅、２つ
以上の送信キャリアのそれぞれの変調方式、２つ以上の送信キャリアのそれぞれの送信周
波数の少なくとも１つを含んでいてもよい。
【０１０３】
　また、かかる上りリンクスケジューリンググラントにより、上述したパラメータに加え
て、上りリンクの信号を送信するための送信アンテナ又は送信機の数の少なくとも１つが
通知されてもよい。
【０１０４】
　上りリンク信号送信部１２は、基地局装置２００に対して、制御信号受信部１１によっ
て受信された制御信号に基づいて、上りリンクの信号を送信するように構成されている。
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【０１０５】
　ここで、上りリンク信号送信部１２は、上りリンクの信号の送信電力、ＰＵＳＣＨにお
ける送信電力を算出するように構成されている。
【０１０６】
　例えば、上りリンク信号送信部１２は、最大送信電力（移動通信システム１０００で規
定されている定格電力）Ｐｍａｘと、サブフレームｉにおけるＰＵＳＣＨ用のリソースブ
ロック数ＭＰＵＳＣＨ（ｉ）と、パラメータＰＯ＿ＰＵＳＣＨ（ｉ）と、パラメータαと
、ＰＵＳＣＨの接続先である基地局装置２００とユーザ装置１００ｎとの間の伝搬損失（
パスロス）ＰＬと、「Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ（Ｍ
ＣＳ）」に応じたオフセット値ΔＴＦと、基地局装置２００から受信したサブフレームｉ
に係るＴＰＣコマンドｆ（ｉ）とに基づいて、サブフレームｉにおけるＰＵＳＣＨにおけ
る送信電力ＰＰＵＳＣＨ（ｉ）を算出するように構成されている。
【０１０７】
　例えば、上りリンク信号送信部１２は、図４に示す式によって、サブフレームｉにおけ
るＰＵＳＣＨにおける送信電力ＰＰＵＳＣＨ（ｉ）を算出するように構成されていてもよ
い。
【０１０８】
　ここで、上りリンク信号送信部１２は、上述のように算出されたＰＵＳＣＨにおける送
信電力ＰＰＵＳＣＨ（ｉ）を、最大送信電力Ｐｍａｘ以下となるように設定する。
【０１０９】
　より具体的には、上りリンク信号送信部１２は、図４に示す式により算出されたＰＵＳ
ＣＨにおける送信電力ＰＰＵＳＣＨ（ｉ）が、上述の最大送信電力Ｐｍａｘよりも大きい
場合には、ＰＵＳＣＨにおける送信電力ＰＰＵＳＣＨ（ｉ）を、上述の最大送信電力Ｐｍ

ａｘと同一の値に設定する。
【０１１０】
　また、上りリンク信号送信部１２は、図５乃至図８に示すパターン０乃至３のいずれか
で、上りリンクの信号を送信するように構成されていてもよい。
【０１１１】
　＜パターン０＞
　図５に示すように、上りリンク信号送信部１２は、１本の送信アンテナ又は送信機、す
なわち、ＴＸ０を用いて、シングルキャリアによって、上りリンクの信号を送信するよう
に構成されていてもよい。
【０１１２】
　この場合、ＬＴＥにおいて適用されているＭＰＲ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅｒ　Ｒｅ
ｄｕｃｔｉｏｎ）又はＡ-ＭＰＲ（Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｐｏｗｅｒ
　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）が適用されてもよい。
【０１１３】
　＜パターン１＞
　図６に示すように、上りリンク信号送信部１２は、２本の送信アンテナ又は送信機、す
なわち、ＴＸ０及びＴＸ１を用いて、シングルキャリアによって、上りリンクの信号を送
信するように構成されていてもよい。
【０１１４】
　パターン１では、２本の送信アンテナ又は送信機、すなわち、ＴＸ０及びＴＸ１を用い
ることにより、指向性が生じるため、隣接チャネルへの干渉電力が大きくなる可能性があ
る。言い換えれば、パターン２Ｂの場合には、隣接チャネルへの干渉電力を低減するため
に、より大きいＭＰＲを適用する必要がある。
【０１１５】
　一般に、基地局装置２００の受信アンテナは２本であるため、本パターンは、ＭＩＭＯ
（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｉｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）を用いた通信に
相当する。２×２のＭＩＭＯを用いた通信には、ストリーム数が１本である場合のモード



(14) JP 5023170 B2 2012.9.12

10

20

30

40

50

と、ストリーム数が２本である場合のモードの２種類が定義されていてもよい。ここで、
前記ストリーム数は「ランク」と呼ばれてもよい。かかるランクは、上りスケジューリン
ググラントにより、基地局装置２００からユーザ装置１００ｎに通知されてもよい。
【０１１６】
　＜パターン２＞
　図７（ａ）乃至図７（ｃ）に示すように、上りリンク信号送信部１２は、１本の送信ア
ンテナ又は送信機、すなわち、ＴＸ０を用いて、或いは、２本の送信アンテナ又は送信機
、すなわち、ＴＸ０及びＴＸ１を用いて、同一周波数帯域内のマルチキャリアによって、
上りリンクの信号を送信するように構成されていてもよい。
【０１１７】
　図７（ａ）に示すパターン２Ａでは、上りリンク信号送信部１２は、１本の送信アンテ
ナ又は送信機、すなわち、ＴＸ０において、マルチキャリア伝送を行うように構成されて
いる。
【０１１８】
　また、図７（ｂ）に示すパターン２Ｂでは、上りリンク信号送信部１２は、２本の送信
アンテナ又は送信機、すなわち、ＴＸ０及びＴＸ１のそれぞれにおいて、マルチキャリア
伝送を行うように構成されている。
【０１１９】
　また、図７（ｃ）に示すパターン２Ｃでは、上りリンク信号送信部１２は、２本の送信
アンテナ又は送信機、すなわち、ＴＸ０及びＴＸ１のそれぞれにおいては、シングルキャ
リア伝送を行うように構成されている。この場合、ＴＸ０だけを見た場合、或いは、ＴＸ
１だけを見た場合には、シングルキャリア伝送となる。
【０１２０】
　パターン２Ａ及び２Ｂのように、各送信アンテナ又は送信機においてマルチキャリア伝
送を行う場合には、ＰＡＰＲ（Ｐｅａｋ-ｔｏ-Ａｖｅｒａｇｅ　Ｐｏｗｅｒ　Ｒａｔｉｏ
）が増大する可能性がある。
【０１２１】
　ＰＡＰＲが大きい場合、Ｐｏｗｅｒ　ａｍｐｌｉｆｉｅｒの線形性を大きくするか、或
いは、より大きいＭＰＲを適用することにより、不要輻射による隣接チャネル又は他シス
テムへの干渉を低減する必要がある。
【０１２２】
　また、パターン２Ｂでは、パターン１の場合と同様に、２本の送信アンテナ又は送信機
、すなわち、ＴＸ０及びＴＸ１を用いることにより、指向性が生じるため、隣接チャネル
への干渉電力が大きくなる可能性がある。言い換えれば、パターン２Ｂの場合には、隣接
チャネルへの干渉電力を低減するために、より大きいＭＰＲを適用する必要がある。
【０１２３】
　また、パターン２Ａ、２Ｂ、２Ｃのように、マルチキャリア伝送を実現する場合、Ｉｎ
ｔｅｒｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｐｒｏｄｕｃｔｓ（ＩＭ　ｐｒｏｄｕｃｔｓ）が発生する
ことにより、不要発射が発生する可能性がある。
【０１２４】
　＜パターン３＞
　図８に示すように、上りリンク信号送信部１２は、２本の送信アンテナ又は送信機、す
なわち、ＴＸ０及びＴＸ１を用いて、異なる周波数帯域内のマルチキャリアによって、上
りリンクの信号を送信するように構成されていてもよい。
【０１２５】
　パターン３では、異なる周波数帯域内で、同時に上り信号を送信する場合、ＩＭ　ｐｒ
ｏｄｕｃｔｓが発生することにより、不要発射が発生する可能性がある。
【０１２６】
　なお、異なる周波数帯域でマルチキャリア送信が行われる場合にも、前記異なる周波数
帯域の周波数の違いが小さい場合には、図７（ａ）に示す構成で送信が行われてもよい。
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【０１２７】
　また、パターン３では、パターン２Ａ、２Ｂ、２Ｃの場合と比べると、２つのキャリア
の周波数が離れているため、より遠くの周波数にまで、干渉の影響が発生する可能性があ
り、より影響が大きい。
【０１２８】
　ここで、周波数帯域とは、異なる周波数バンド（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｂａｎｄ）であ
ってもよい。ＬＴＥ或いはＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式における周波数バンドは、３Ｇ
ＰＰ　ＴＳ３６.１０１の「５.５　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｂａｎｄｓ」に規定されている
。
【０１２９】
　例えば、Ｂａｎｄ１における上りリンクの周波数は、１９２０ＭＨｚから１９８０ＭＨ
ｚであり、Ｂａｎｄ６における上りリンクの周波数は、８３０ＭＨｚから８４０ＭＨｚで
ある。
【０１３０】
　この場合、中心周波数が１９４０ＭＨｚである送信キャリア（Ｂａｎｄ１内の送信キャ
リア）と、中心周波数が８３５ＭＨｚである送信キャリア（Ｂａｎｄ６内の送信キャリア
）とが同時に送信される場合に、２つの送信キャリアは、互いに異なる周波数帯域内の信
号であると看做される。
【０１３１】
　また、逆に、中心周波数が１９４０ＭＨｚである送信キャリア（Ｂａｎｄ１内の送信キ
ャリア）と、中心周波数が１９６０ＭＨｚである送信キャリア（Ｂａｎｄ１内の送信キャ
リア）とが同時に送信される場合、２つの送信キャリアは、同一の周波数帯域（周波数バ
ンド）内の信号と看做される。
【０１３２】
　図５乃至図８で示したように、送信キャリアの数、又は、送信アンテナ又は送信機の数
に依存して、隣接チャネル、或いは、他システムへの干渉の影響が異なると考えられる。
【０１３３】
　したがって、上りリンク信号送信部１２は、制御信号により通知されるパラメータ及び
上りリンクの信号の送信に用いられる送信アンテナ又は送信機の数の少なくとも１つに基
づいて、上りリンクの信号の送信電力の最大値を、最大送信電力（移動通信システム１０
００で規定されている定格電力）Ｐｍａｘよりも小さくするように構成されていてもよい
。
【０１３４】
　具体的には、上りリンク信号送信部１２は、制御信号により通知されるパラメータ及び
上りリンクの信号の送信に用いられる送信アンテナ又は送信機の数の少なくとも１つに基
づいて、「ＭＰＲ（ｄＢ）」を決定し、上述の最大送信電力Ｐｍａｘを、決定された「Ｍ
ＰＲ（ｄＢ）」だけ低減するように構成されている。
【０１３５】
　かかるパラメータには、例えば、送信キャリアの数、送信キャリアが複数存在する場合
の、各送信キャリアの変調方式、送信帯域幅、送信周波数等が含まれる。
【０１３６】
　例えば、上りリンク信号送信部１２は、送信アンテナ又は送信機ごとに、図９に示すテ
ーブルを管理しておき、かかるテーブルを参照して、上りリンクの信号の送信帯域幅「Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ/Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（ＲＢ）」と上りリンクの信号の変調方式「Ｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ」との組み合わせに対応する「ＭＰＲ（ｄＢ）」を選択し、上述の最大送信電力Ｐ

ｍａｘを、選択された「ＭＰＲ（ｄＢ）」だけ低減するように構成されていてもよい。
【０１３７】
　或いは、例えば、上りリンク信号送信部１２は、送信アンテナ又は送信機毎に、図９に
示すテーブルを管理する代わりに、送信キャリア毎に、図９に示すテーブルを管理し、か
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かるテーブルを参照して、上りリンクの信号の送信帯域幅「Ｃｈａｎｎｅｌ　ｂａｎｄｗ
ｉｄｔｈ/Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎ（ＲＢ）」と上りリンクの信号の変調方式「Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ」との組み合わせに
対応する「ＭＰＲ（ｄＢ）」を選択し、上述の最大送信電力Ｐｍａｘを、選択された「Ｍ
ＰＲ（ｄＢ）」だけ低減するように構成されていてもよい。
【０１３８】
　より具体的な例として、２つの送信キャリアにより、上りリンクの信号が送信される場
合を考える。
【０１３９】
　１つ目の送信キャリアがマッピングされるシステム帯域のシステム帯域幅は５ＭＨｚで
あり、かつ、その送信キャリアのＲＢ数は２０であり、かつ、その送信キャリアの変調方
式はＱＰＳＫであると仮定する。
【０１４０】
　また、２つ目の送信キャリアがマッピングされるシステム帯域のシステム帯域幅は１０
ＭＨｚであり、かつ、その送信キャリアのＲＢ数は３０であり、かつ、その送信キャリア
の変調方式は１６ＱＡＭであると仮定する。
【０１４１】
　この場合、１つ目の送信キャリアに関するＭＰＲは「１ｄＢ」であり、２つ目の送信キ
ャリアに関するＭＰＲは「２ｄＢ」である。
【０１４２】
　なお、このように、１つ目の送信キャリアに関するＭＰＲと２つ目の送信キャリアに関
するＭＰＲとが異なる場合に、それぞれの送信キャリアに対して、それぞれのＭＰＲを適
用してもよいし、最大のＭＰＲを全ての送信キャリアに適用してもよいし、或いは、最小
のＭＰＲを全ての送信キャリアに適用してもよい。
【０１４３】
　或いは、例えば、上りリンク信号送信部１２は、送信キャリアごとに、図１０に示すテ
ーブルを管理しておき、かかるテーブルを参照して、上りリンクの信号の送信帯域幅「Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ/Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（ＲＢ）」と上りリンクの信号の変調方式「Ｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ」と送信周波数（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）の組み合わせ
に対応する「ＭＰＲ（ｄＢ）」を選択し、上述の最大送信電力Ｐｍａｘを、選択された「
ＭＰＲ（ｄＢ）」だけ低減するように構成されていてもよい。
【０１４４】
　なお、図１０においては、システム帯域幅（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）が
５ＭＨｚである場合のテーブルのみが示されているが、５ＭＨｚ以外のシステム帯域幅に
関しても、同様のテーブルが定義されてもよい。
【０１４５】
　例えば、２つの送信キャリアにより、上りリンクの信号が送信される場合を考える。１
つ目の送信キャリアがマッピングされるシステム帯域のシステム帯域幅は５ＭＨｚであり
、かつ、その送信キャリアのＲＢ数は２０であり、かつ、その送信キャリアの変調方式は
ＱＰＳＫであると仮定する。
【０１４６】
　また、２つ目の送信キャリアがマッピングされるシステム帯域のシステム帯域幅は５Ｍ
Ｈｚであり、かつ、その送信キャリアのＲＢ数は５であり、かつ、その送信キャリアの変
調方式は６４ＱＡＭであると仮定する。
【０１４７】
　この場合、１つ目の送信キャリアに関するＭＰＲは「１ｄＢ」であり、２つ目の送信キ
ャリアに関するＭＰＲは「３ｄＢ」である。
【０１４８】
　或いは、例えば、上りリンク信号送信部１２は、上述した、Ｃａｓｅ０、Ｃａｓｅ１、
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Ｃａｓｅ２Ａ、Ｃａｓｅ２Ｂ、Ｃａｓｅ２Ｃ、Ｃａｓｅ３毎に、図１１に示すテーブルを
管理しておき、かかるテーブルを参照して、上りリンクの信号の送信帯域幅「Ｃｈａｎｎ
ｅｌ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ/Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎ（ＲＢ）」と上りリンクの信号の変調方式「Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ」
と送信周波数（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）の組み合わせに対応す
る「ＭＰＲ（ｄＢ）」を選択し、上述の最大送信電力Ｐｍａｘを、選択された「ＭＰＲ（
ｄＢ）」だけ低減するように構成されていてもよい。
【０１４９】
　なお、図１１においては、システム帯域幅（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）が
５ＭＨｚである場合のテーブルのみが示されているが、５ＭＨｚ以外のシステム帯域幅に
関しても、同様のテーブルが定義されてもよい。
【０１５０】
　なお、図１１に示すテーブルは、２つ以上の送信アンテナ又は送信機が存在する場合に
、前記２つ以上の送信アンテナ又は送信機の中で共通のテーブルが定義されてもよいし、
或いは、送信アンテナ又は送信機毎のテーブルが定義されてもよい。
【０１５１】
　また、図１１に示すテーブルは、２つ以上の送信キャリアが存在する場合に、前記２つ
以上の送信キャリアの中で共通のテーブルが定義されてもよいし、送信キャリア毎のテー
ブルが定義されてもよい。
【０１５２】
　また、図１１に示すテーブルは、送信アンテナ又は送信機の数、変調方式、送信キャリ
アの数、Ｃｈａｎｎｅｌ　ＢＷ、送信帯域幅、送信周波数等に基づいて、ＭＰＲが決定さ
れているが、その内の一部に基づいて、ＭＰＲが決定されてもよい。
【０１５３】
　或いは、例えば、上りリンク信号送信部１２は、図１２に示すように、２つ以上の送信
キャリアが送信される場合に、かかる２つ以上の送信キャリアの周波数の間隔に基づいて
、ＭＰＲが決定されてもよい。
【０１５４】
　すなわち、上りリンク信号送信部１２は、図１２に示すようなテーブルを管理しておき
、かかるテーブルを参照して、上りリンクの信号の送信帯域幅「Ｃｈａｎｎｅｌ　ｂａｎ
ｄｗｉｄｔｈ/Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎ（ＲＢ）」と上りリンクの信号の変調方式「Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ」と、複数の周
波数キャリア間の周波数間隔の組み合わせに対応する「ＭＰＲ（ｄＢ）」を選択し、上述
の最大送信電力Ｐｍａｘを、選択された「ＭＰＲ（ｄＢ）」だけ低減するように構成され
ていてもよい。
【０１５５】
　例えば、図１２においては、複数の周波数キャリア間の周波数間隔が大きい場合に、Ｉ
ｎｔｅｒ-ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｐｒｏｄｕｃｔｓが、システム帯域より離れた周波数
に発生するため、干渉による他システムへの影響が大きいと看做され、ＭＰＲの値が大き
く設定されており、複数の周波数キャリア間の周波数間隔が小さい場合に、Ｉｎｔｅｒ-
ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ｐｒｏｄｕｃｔｓが、システム帯域に近い周波数に発生するため
、干渉による他システムへの影響が小さいと看做され、ＭＰＲの値が小さく設定されてい
る。
【０１５６】
　なお、図１２においては、システム帯域幅（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）が
５ＭＨｚである場合のテーブルのみが示されているが、５ＭＨｚ以外のシステム帯域幅に
関しても、同様のテーブルが定義されてもよい。
【０１５７】
　また、図１２においては、ＭｏｄｕｌａｔｉｏｎがＱＰＳＫである場合のテーブルのみ
が示されているが、ＱＰＳＫ以外のＭｏｄｕｌａｔｉｏｎに関しても、同様のテーブルが
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定義されてもよい。
【０１５８】
　また、図１２に示すテーブルには、パラメータとして、送信周波数（絶対値）が定義さ
れていないが、送信周波数（絶対値）が追加で定義されていてもよい。
【０１５９】
　上述した、図９、図１０、図１１又は図１２においては、送信アンテナ又は送信機の数
、変調方式、送信キャリアの数、Ｃｈａｎｎｅｌ　ＢＷ、送信帯域幅、送信周波数等に基
づいてＭＰＲが決定されているが、加えて、Ｃｕｂｉｃ　Ｍｅｔｒｉｃ或いはＰＡＰＲの
ような、隣接チャネル干渉の影響を推定可能なメトリックが定義され、前記メトリックに
基づいて、ＭＰＲが決定されてもよい。この場合、図９、図１０、図１１又は図１２にお
いて、上記メトリックがＭＰＲを決定するためのパラメータとして追加されてもよい。
【０１６０】
　上述した、図９、図１０、図１１又は図１２は、ＰＨＳ帯域へのスプリアスエミッショ
ン規定を満たす必要がある、Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓａｆｅｔｙへのスプリアスエミッション規
定を満たす必要がある、アメリカにおけるＦＣＣマスクを満たす必要がある、等の不要輻
射に関する規定に関連付けて定義されていてもよい。この場合、かかる不要輻射に関する
規定毎に、図９、図１０、図１１又は図１２に示すテーブルが定義されてもよい。
【０１６１】
　なお、図９、図１０、図１１又は図１２に示したテーブルは、基地局装置２００から報
知情報又はＲＲＣメッセージから通知されるＡｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　
Ｅｍｉｓｓｉｏｎ情報に関連付けられてもよい。
【０１６２】
　すなわち、基地局装置２００の第１送信部から送信された、前記Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ
　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ情報を、ユーザ装置１００ｎの記憶部１３が受信
し、前記Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ情報に対応するテ
ーブルを参照することにより、基地局装置２００によって指定されたテーブルに基づいて
、ＭＰＲ（この場合、追加的なＭＰＲという意味で、Ａ-ＭＰＲと呼ばれてもよい）が適
用されてもよい。
【０１６３】
　なお、上述した動作においては、Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓ
ｓｉｏｎ情報としてインデックスが定義され、前記インデックス毎に、図９、図１０、図
１１又は図１２に示したテーブルが定義されてもよい。
【０１６４】
　かかるＡｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ情報を報知情報や
ＲＲＣメッセージにより通知することにより、地域毎、或いは、国毎に適切な方法で、他
システムへの干渉を低減しつつ、適切なＵＥ　Ｃｏｍｐｌｅｘｉｔｙで、ＬＴＥ-Ａｄｖ
ａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信を実現することが可能な移動通信システムを提供するこ
とが可能となる。
【０１６５】
　以下に、本作用・効果を詳しく説明する。
【０１６６】
　上述したように、本発明の目的の１つは、他システムへの干渉を低減しつつ、適切なＵ
Ｅ　Ｃｏｍｐｌｅｘｉｔｙで、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信を実現す
ることである。
【０１６７】
　ここで、前記他システムは、一般に、地域毎、国毎に異なる場合が多い。例えば、ＰＨ
Ｓシステムは、日本には存在するが、ヨーロッパやアメリカには存在しない。
【０１６８】
　よって、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信を行うことにより、ＰＨＳシ
ステムに干渉を与えるため、最大送信電力を下げる必要がある場合でも、ヨーロッパやア
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メリカでは最大送信電力を下げる必要はない、すなわち、ＰＨＳシステムに干渉を与えう
るＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンクの送信を行うことが可能となる。
【０１６９】
　逆に、ＰＨＳシステムが存在する日本においては、ＰＨＳシステムに干渉を与えないよ
うに、追加的なＭＰＲ（Ａ-ＭＰＲ）を適用する必要がある。
【０１７０】
　以上の理由から、上述したＡｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏ
ｎ情報を、報知情報又はＲＲＣメッセージにより、基地局装置２００からユーザ装置１０
０ｎに通知することにより、地域毎、或いは、国毎に適切な方法で、他システムへの干渉
を低減しつつ、適切なＵＥ　ＣｏｍｐｌｅｘｉｔｙでＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上
りリンク送信を実現することが可能な移動通信システムを提供することが可能となる。
【０１７１】
　なお、上述した説明におけるＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信とは、例
えば、上述したパターン０乃至３に示した送信の少なくとも１つである。
【０１７２】
　なお、上述した例においては、図９、図１０、図１１又は図１２に示したテーブルは、
基地局装置２００から報知情報又はＲＲＣメッセージから通知されるＡｄｄｉｔｉｏｎａ
ｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ情報に関連付けられたが、代わりに、ＬＴＥ-
Ａｄｖａｎｃｅｄ方式における上りリンクの送信に関するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報に関
連付けられてもよい。
【０１７３】
　すなわち、ユーザ装置１００ｎの、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信に
関するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報を、記憶部１３が記憶し、かかるＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃ
ｅｄ方式の上りリンク送信に関するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報に対応するテーブルを参照
することにより、ユーザ装置１００ｎの能力（Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）によって指定され
たテーブルに基づいて、ＭＰＲ（この場合、追加的なＭＰＲという意味で、Ａ-ＭＰＲと
呼ばれてもよい）が適用されてもよい。
【０１７４】
　ここで、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信に関するＣａｐａｂｉｌｉｔ
ｙ情報とは、例えば、ユーザ装置１００ｎが有する送信アンテナ又は送信機の数や、送信
可能な送信キャリアの数、送信可能な変調方式、送信可能なＭＩＭＯのランクの最大値（
ストリーム数の最大値）、送信可能な最大の伝送レート、１サブフレームに送信可能な最
大のデータサイズ、通信可能な周波数バンド、通信可能なＲｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｇｇｒｅ
ｇａｔｉｏｎの数、異なる周波数帯域によるＲｅｓｏｕｒｃｅ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ
の可否等により構成されてもよい。
【０１７５】
　なお、上述した動作においては、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信に関
するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報としてインデックスが定義され、前記インデックス毎に、
図９、図１０、図１１又は図１２に示したテーブルが定義されてもよい。
【０１７６】
　なお、上述した説明におけるＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信とは、例
えば、上述したパターン０乃至３に示した送信の少なくとも１つである。
【０１７７】
　かかるＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信に関するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ
情報は、上りリンク信号送信部１２から、基地局装置２００に通知されてもよい。
【０１７８】
　この場合、上述したように、基地局装置２００は、かかるＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方
式の上りリンク送信に関するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報に基づいて、上りスケジューリン
ググラントを送信する／しないを判断できるため、無駄な上りスケジューリンググラント
を低減することが可能となり、結果として、システムの伝送効率を向上させることが可能
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となる。
【０１７９】
　なお、かかるＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信に関するＣａｐａｂｉｌ
ｉｔｙ情報は、「ＵＥ　ｃａｐａｂａｉｌｉｔｙ」の一部として送信されてもよいし、「
ＵＥ　ｃａｐａｂａｌｉｔｙ」とは異なる情報として送信されてもよい。
【０１８０】
　一般に、ユーザ装置１００ｎは、ハンドセットのような大きさやバッテリーの持ち時間
、端末コストに対して高い要求条件が適用されるものと、ＰＣ内蔵の通信デバイスのよう
に、大きさやバッテリーの持ち時間、端末コストに対して低い要求条件が適用されるもの
が存在するため、ＡＣＬＲ規定やスプリアス発射規定を満たすために高価なＰｏｗｅｒ　
ａｍｐｌｉｆｉｅｒを搭載することが可能である場合と、可能でない場合が存在する。
【０１８１】
　よって、前記ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信に関するＣａｐａｂｉｌ
ｉｔｙ情報に基づいてＭＰＲを適用することにより、上述した、様々な要求条件毎に対し
て、最適な通信を提供することが可能となる。
【０１８２】
　すなわち、ハンドセットのような、コストやサイズ、バッテリーの持ち時間に対して高
い要求条件が適用される端末に対しては、大きなＭＰＲを適用し、低価格なＰｏｗｅｒ　
ａｍｐｒｉｆｉｅｒでもＬＴＥ-Ａｖａｎｃｅｄ方式を用いた通信を行うことを可能とし
、ＰＣ内蔵の端末のような、コストやサイズ、バッテリーの持ち時間に対して高い要求条
件が適用される端末に対しては、小さなＭＰＲを適用することにより、より大きな送信電
力で通信を行うことが可能となり、スループットの増大等の伝送特性の向上を実現するこ
とが可能となる。
【０１８３】
　また、図１３（ａ）及び図１３（ｂ）に示すパターンで、上りリンクの信号が送信され
る場合、図１３（ａ）のパターンの場合の方が、帯域あたりの電力密度が大きくなるため
、隣接チャネルへの干渉量、或いは、スプリアス規定が適用される帯域への干渉が大きく
なる。
【０１８４】
　したがって、上りリンク信号送信部１２は、図１３（ａ）のパターンの場合に適用する
「ＭＰＲ（ｄＢ）」を、図１３（ｂ）のパターンの場合に適用する「ＭＰＲ（ｄＢ）」よ
りも大きくするように構成されていてもよい。
【０１８５】
　すなわち、上りリンク信号送信部１２は、上りリンクの信号の送信帯域幅に基づいて、
「ＭＰＲ（ｄＢ）」を制御するように構成されていてもよい。
【０１８６】
　より具体的には、２つ以上の送信キャリアで送信を行う場合であって、上りリンクの信
号の送信帯域幅が小さい場合に、ＭＰＲ（ｄＢ）の値を大きくし、上りリンクの信号の送
信帯域幅が大きい場合に、ＭＰＲ（ｄＢ）の値を小さくする、という制御を行ってもよい
。
【０１８７】
　また、加えて、２つ以上の送信キャリアで送信を行う場合であって、２つ以上の送信キ
ャリアの間の周波数間隔が大きい場合に、ＭＰＲ（ｄＢ）の値を大きくし、２つ以上の送
信キャリアの間の周波数間隔が小さい場合に、ＭＰＲ（ｄＢ）の値を小さくする、という
制御を行ってもよい。２つ以上の送信キャリアの間の周波数間隔に基づいてＭＰＲの値を
決定することの効果は、図１２を用いた説明と同一であるため、省略する。
【０１８８】
　また、上述したように、上りリンク信号送信部１２は、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式
における上りリンクの送信に関するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報を、基地局装置２００に対
して送信してもよい。
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【０１８９】
　かかるＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式における上りリンクの送信に関するＣａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ情報は、ＲＲＣメッセージとして送信されてもよい。また、かかるＬＴＥ-Ａｄ
ｖａｎｃｅｄ方式における上りリンクの送信に関するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報は、記憶
部１３で保持され、前記Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ情報を基地局装置２００に送信する際に、
記憶部１３から通知されてもよい。
【０１９０】
　記憶部１３は、ＭＰＲに関する情報、或いは、ユーザ装置１００ｎが満たすべき不要輻
射に関する規定、及び、前記規定のためのＡｄｄｉｔｉｏｎａｌ　ＭＰＲに関する情報（
以下、Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ情報と呼ぶ）を記憶
するように構成されている。
【０１９１】
　例えば、記憶部１３は、基地局装置２００よりＲＲＣメッセージ又は報知情報により通
知されたＡｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　情報を記憶する
ように構成されていてもよい。
【０１９２】
　或いは、記憶部１３は、予め決定されているＭＰＲに関する情報を記憶するように構成
されていてもよい。例えば、前記予め決定されているＭＰＲ情報とは、該移動通信システ
ムにおけるユーザ装置の最大送信電力を決定するための情報であってもよい。
【０１９３】
　或いは、記憶部１３は、ユーザ装置１００ｎの、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上り
リンク送信に関するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報を記憶するように構成されていてもよい。
【０１９４】
　かかるＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信に関するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ
情報に関連付けられたＭＰＲの値に関する詳細説明は、図９、図１０、図１１又は図１２
を用いて行った説明と同一であるため省略する。
【０１９５】
　記憶部１３は、上述したＡｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ
情報とそれに関連付けられたＭＰＲの値、予め決定されているＭＰＲに関する情報、ＬＴ
Ｅ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式の上りリンク送信に関するＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報及びそれ
に関連付けられたＭＰＲの値とを、上りリンク信号送信部１２に通知する。
【０１９６】
　なお、上述した例において、適用されるＭＰＲの値は、送信アンテナ又は送信機の数、
送信キャリアの数、送信キャリアが複数存在する場合の、各送信キャリアの変調方式、送
信帯域幅、送信周波数等に基づいて決定されたが、加えて、ＭＩＭＯにおけるランク（ス
トリーム数）に基づいて、ＭＰＲの値が決定されてもよい。
【０１９７】
　（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　図１４を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作について、
具体的には、本発明の第１の実施形態に係るユーザ装置の動作について説明する。
【０１９８】
　図１４に示すように、ステップＳ１０１において、ユーザ装置１００ｎは、ＰＤＣＣＨ
を介して、制御信号、例えば、「上りスケジューリンググラント」を受信した場合、上述
のように、上りリンクの信号の送信電力、ＰＵＳＣＨにおける送信電力ＰＰＵＳＣＨ（ｉ

）を算出する。
【０１９９】
　ステップＳ１０２において、ユーザ装置１００ｎは、制御信号により通知されるパラメ
ータ及び上りリンクの信号の送信に用いられる送信アンテナ又は送信機の数の少なくとも
１つに基づいて「ＭＰＲ（ｄＢ）」を決定し、かかる「ＭＰＲ（ｄＢ）」だけ、上述の最
大送信電力（移動通信システム１０００で規定されている定格電力）Ｐｍａｘを低減する
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。
【０２００】
　ここで、ＭＰＲが適用された場合の最大送信電力は、以下のように算出される：
　（ＭＰＲが適用された場合の最大送信電力）＝Ｐｍａｘ － ＭＰＲ
　すなわち、最大送信電力は、ＭＰＲが適用される場合、ＭＰＲの分だけ値が小さくなる
。
【０２０１】
　ステップＳ１０３において、ユーザ装置１００ｎは、ステップＳ１０１において算出さ
れたＰＵＳＣＨにおける送信電力ＰＰＵＳＣＨ（ｉ）を、最大送信電力Ｐｍａｘ以下とな
るように設定する。ここで、前記最大送信電力Ｐｍａｘは、ＭＰＲが適用された場合の最
大送信電力である。
【０２０２】
　その後、ユーザ装置１００ｎは、ステップ１０３において設定された送信電力ＰＰＵＳ

ＣＨ（ｉ）で、ＰＵＳＣＨを介して、上りリンクの信号（データ信号）を送信する。
【０２０３】
　なお、上述した例において、上りリンク信号送信部１２は、上りリンクの信号としてＰ
ＵＳＣＨを送信したが、代わりに、ＰＵＳＣＨ以外のチャネル或いは信号を送信してもよ
い。
【０２０４】
　ここで、ＰＵＳＣＨ以外のチャネルとは、例えば、ＰＵＣＣＨやＰＲＡＣＨ等である。
ＰＵＣＣＨにより、例えば、ＣＱＩやＡＣＫ/ＮＡＣＫ、Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ等が送信されてもよい。また、ＰＲＡＣＨによりＲＡ　ｐｒｅａｍｂｌｅ信号が
送信されてもよい。また、ＰＵＳＣＨ以外の信号とは、例えば、Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　ＲＳ）やＤｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ
　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ（Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ＲＳ）等である。
【０２０５】
　上述したＰＵＳＣＨ以外のチャネル又は信号に関しても、ＰＵＳＣＨの場合と同様に、
送信アンテナ又は送信機の数、送信キャリアの数、送信キャリアが複数存在する場合の、
各送信キャリアの変調方式、送信帯域幅、送信周波数等に基づいて、ＭＰＲが決定され、
上りリンクの送信電力がＭＰＲが適用された最大送信電力以下となるように、上りリンク
の送信、すなわち、ＰＵＳＣＨ以外のチャネル又は信号の送信が行われる。
【０２０６】
　（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、ユーザ装置１００ｎは、制
御信号により通知されるパラメータ（上りリンクの送信キャリアの数、各送信キャリアに
関する上りリンクの信号の送信帯域幅、各送信キャリアに関する上りリンクの信号の変調
方式、各送信キャリアに関する上りリンクの信号の送信周波数）及び上りリンクの信号の
送信に用いられる送信アンテナ又は送信機の数の少なくとも１つに基づいて、「ＭＰＲ（
ｄＢ）」を制御することによって、上述のパターン０乃至３の各々に適した上りリンクの
信号の送信電力を設定することができる。
【０２０７】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【０２０８】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信システム１０００内で基地局装置２００と無線通
信するユーザ装置１００ｎであって、上りリンクの信号の送信を指示する制御信号を受信
するように構成されている制御信号受信部１１と、基地局装置２００に対して、制御信号
に基づいて、上りリンクの信号を送信するように構成されている上りリンク信号送信部１
２とを具備し、上りリンク信号送信部１２は、制御信号により通知されるパラメータ及び
上りリンクの信号の送信に用いられる送信アンテナ又は送信機の数の少なくとも１つに基
づいて、上りリンクの信号の送信電力の最大値を、移動通信システム１０００で規定され
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ている定格電力よりも小さくするように構成されていることを要旨とする。
【０２０９】
　本実施形態の第１の特徴において、パラメータは、上りリンクの送信キャリアの数、上
りリンクの信号の送信帯域幅、上りリンクの信号の変調方式、上りリンクの信号の送信周
波数、該２つ以上の送信キャリアの送信周波数間隔の少なくとも１つであってもよい。
【０２１０】
　本実施形態の第１の特徴において、上りリンクの信号が、２つ以上の送信キャリアから
構成される場合に、パラメータは、２つ以上の送信キャリアのそれぞれの送信帯域幅、２
つ以上の送信キャリアのそれぞれの変調方式、２つ以上の送信キャリアのそれぞれの送信
周波数の少なくとも１つであってもよい。
【０２１１】
　本実施形態の第１の特徴において、基地局装置２００から、満たすべき不要輻射の規定
に関する情報を受信する記憶部１３を更に具備し、上りリンク信号送信部１２は、制御信
号により通知されるパラメータ、上りリンクの信号の送信に用いられる送信アンテナ又は
送信機の数、及び、満たすべき不要輻射に関する規定に関する情報の少なくとも１つに基
づいて、上りリンクの信号の送信電力の最大値を、移動通信システム１０００で規定され
ている定格電力よりも小さくするように構成されていてもよい。
【０２１２】
　本実施形態の第２の特徴は、移動通信システム１０００内でユーザ装置１００ｎと無線
通信する基地局装置２００であって、ユーザ装置１００ｎに対して、最大送信電力の低減
に関する情報を送信するように構成されている第１送信部２１と、上りリンクの信号の送
信を指示する制御信号を送信するように構成されている第２送信部２２とを具備し、最大
送信電力の低減に関する情報は、制御信号により通知されるパラメータ及び上りリンクの
信号の送信に用いられる送信アンテナ又は送信機の数の少なくとも１つに基づいて決定さ
れる最大送信電力の低減量を通知することを要旨とする。
【０２１３】
　本実施形態の第２の特徴において、パラメータは、上りリンクの信号の送信キャリアの
数、上りリンクの信号の送信帯域幅、上りリンクの信号の変調方式、上りリンクの信号の
送信周波数の少なくとも１つであってもよい。
【０２１４】
　本実施形態の第２の特徴において、第２送信部２２は、最大送信電力の低減量が所定の
閾値以上になる場合に、上りリンクの信号の送信を指示しないように構成されていてもよ
い。
【０２１５】
　本実施形態の第３の特徴は、移動通信システム１０００内で、ユーザ装置１００と基地
局装置２００との間の無線通信を制御する通信制御方法であって、上りリンクの信号の送
信を指示する制御信号を受信する工程Ａと、基地局装置２００に対して、制御信号に基づ
いて、上りリンクの信号を送信する工程Ｂとを備え、工程Ｂにおいて、制御信号により通
知されるパラメータ及び上りリンクの信号の送信に用いられる送信アンテナ又は送信機の
数の少なくとも１つに基づいて、上りリンクの信号の送信電力の最大値を、移動通信シス
テム１０００で規定されている定格電力よりも小さくすることを要旨とする。
【０２１６】
　なお、本発明の第１の実施形態におけるユーザ装置ＵＥにおける送信アンテナ又は送信
機は、例えば、Ｐｏｗｅｒ　ａｍｐｌｉｆｉｅｒ、送信アンテナ等から構成される送信機
を全て含めた機能部として定義されてもよいし、或いは、Ｐｏｗｅｒ　ａｍｐｌｉｆｉｅ
ｒ、送信アンテナ等から構成される送信機の一部の機能部として定義されてもよい。
【０２１７】
　なお、上述のユーザ装置ＵＥや基地局装置ｅＮＢの動作は、ハードウェアによって実施
されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施さ
れてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
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【０２１８】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【０２１９】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、ユーザ装置ＵＥや基地局装置ｅＮＢ内に設けられていてもよい。また、か
かる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとしてユーザ装置ＵＥや
基地局装置ｅＮＢ内に設けられていてもよい。
【０２２０】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【０２２１】
１００ｎ…ユーザ装置
１１…制御信号受信部
１２…上りリンク信号送信部
１３…記憶部
２００…基地局装置
２１…第１送信部
２２…第２送信部
２３…記憶部
２４…受信部
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